
農林水産知的財産保護コンソーシアム（農林水産省海外知的財産保護・監視委託事業）では、
知的財産保護に関する理解を深めることを目的に、下記の通りセミナーを開催いたします。

講演１．『商品・デザインの魅力を訴求するツールとしての知的財産権
～どうやって地域産品を需要者に届けるか～』

特許業務法人レガート知財事務所
峯 唯夫 弁理士

近年、海外において日本の農林水産物や伝統産品の名称が第三者に取得されたり、模倣を疑われ
たりするような使用方法で販売されている事例が相次いでいます。
商品を広めるために、ネーミングを考え、ロゴやパッケージ（包装）のデザインを創作しても、第三者に
模倣または権利を取られてしまった場合、海外への輸出促進を図るうえで障害となることが懸念され
ます。
それを防ぐために、商標権や意匠権などの「知的財産権」を活用して、大切な農林水産物や伝統産品
を「権利」として保護し、長期に亘り安全に使用できるようにすることが重要なポイントとなります。
講演では、商品開発と知的財産の話を織り交ぜ、大切な商品を護るためにどのような場面で知的財
産権を活用できるのか、実例と各国の知的財産制度を紹介しながらわかりやすくお話しします。

講演２．『農林水産知的財産保護コンソーシアムで実施した海外市場調査の報告
～中国・タイ・ベトナム・インドネシア～』

農林水産知的財産保護コンソーシアム事務局／株式会社マークアイ
日野 由紀

コンソーシアムで実施した、中国・タイ・ベトナム・インドネシアにおける現地模倣品調査の報告を行う
予定です。

知的財産の有効活用の一環として、是非ご参加ください！

開催概要

■ 日 程 ： 平成２９年１１月６日（月）

■ 時 間 ： １３時３０分～１６時３０分 （開場１３時１５分）

※途中１０分間の休憩をはさみます。

■ 会 場 ： 弘前商工会議所 ２階大ホール

■ 対 象 ： 農林水産知的財産保護コンソーシアム会員、各都道府県の農林水産部・

農政部担当者、輸出促進担当者、ブロック内の農産物及び加工食品の

輸出・知財に関心のある事業者、 生産者団体、農業関係者など

参加費 無料



■ 会場へのアクセス ： ～弘前商工会議所～

URL： http://www.hcci.or.jp/

住所： 青森県弘前市上鞘師町18-1

・JR弘前駅から・・・ 徒歩15分 タクシーで5分
・東北自動車道大鰐弘前インター、黒石インターから・・・車で25分

参加申込書

会社／団体名

部署名 電話番号

参加者氏名 Eメール

参加者氏名 Eメール

参加ご希望の方は下記参加申込書に必要事項をご記載のうえ、 11月2日(木)までに
Eメール（maff@mark-i.jp)又はFAX(03-6862-9930)へお申込み下さい。

農林⽔産知的財産保護コンソーシアム事務局
株式会社マークアイ
吉田・日野
TEL: 03-6862-9953
E-mail: maff@mark-i.jp

お問合せ

農林⽔産省⾷料産業局知的財産課
吉田（勉）・吉⽥（倫）
TEL: 03-3502-8111（内線4283）

※ご記入頂いた個人情報は責任をもって管理し、本相談会に関する連絡以外の目的には使用致しません。


